
東

京

都

北

区

基

本

構

想

審

議

会

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

三

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

一

号

東

京

都

北

区

基

本

構

想

審

議

会

条

例

（

設

置

）

第

一

条

北

区

基

本

構

想

（

平

成

十

一

年

六

月

二

十

九

日

東

京

都

北

区

議

会

議

決

。

以

下

「

基

本

構

想

」

と

い

う

。

）

の

改

定

を

行

う

た

め

、

区

長

の

附

属

機

関

と

し

て

、

東

京

都

北

区

基

本

構

想

審

議

会

（

以

下

「

審

議

会

」

と

い

う

。

）

を

設

置

す

る

。

（

所

掌

事

務

）

第

二

条

審

議

会

は

、

区

長

の

諮

問

に

応

じ

、

基

本

構

想

の

改

定

に

関

し

必

要

な

事

項

を

調

査

審

議

し

、

答

申

す

る

。

（

組

織

）

第

三

条

審

議

会

は

、

次

に

掲

げ

る

者

に

つ

き

、

区

長

が

委

嘱

す

る

委

員

三

十

人

以

内

を

も

っ

て

組

織

す

る

。

一

公

募

に

よ

る

区

民

二

区

内

団

体

が

推

薦

す

る

者

三

区

議

会

議

員

四

学

識

経

験

者

（

委

員

の

任

期

）

第

四

条

委

員

の

任

期

は

、

前

条

の

規

定

に

よ

る

委

嘱

の

日

か

ら

審

議

会

が

第

二

条

の

規

定

に

よ



- 2 -

る

答

申

を

行

っ

た

日

ま

で

と

す

る

。

（

会

長

及

び

副

会

長

）

第

五

条

審

議

会

に

会

長

及

び

副

会

長

を

置

き

、

委

員

の

互

選

に

よ

り

選

出

す

る

。

２

会

長

は

、

審

議

会

を

代

表

し

、

会

務

を

総

理

す

る

。

３

副

会

長

は

、

会

長

を

補

佐

し

、

会

長

に

事

故

あ

る

と

き

、

又

は

会

長

が

欠

け

た

と

き

は

、

そ

の

職

務

を

代

理

す

る

。

（

会

議

）

第

六

条

審

議

会

は

、

会

長

が

招

集

す

る

。

２

審

議

会

は

、

委

員

の

過

半

数

の

出

席

が

な

け

れ

ば

、

会

議

を

開

く

こ

と

が

で

き

な

い

。

３

審

議

会

の

議

事

は

、

出

席

委

員

の

過

半

数

を

も

っ

て

決

し

、

可

否

同

数

の

と

き

は

、

会

長

の

決

す

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

４

審

議

会

の

会

議

は

、

公

開

と

す

る

。

た

だ

し

、

出

席

委

員

の

過

半

数

で

議

決

し

た

と

き

は

、

非

公

開

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

部

会

）

第

七

条

審

議

会

に

部

会

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

。

２

部

会

の

委

員

及

び

部

会

長

は

、

第

三

条

に

規

定

す

る

委

員

の

う

ち

か

ら

、

会

長

が

指

名

す

る

。

３

前

二

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

部

会

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

は

、

審

議

会

が

定

め

る

。

（

委

員

以

外

の

者

の

出

席

等

）
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第

八

条

審

議

会

は

、

調

査

審

議

の

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

委

員

以

外

の

者

の

出

席

を

求

め

て

、

意

見

を

聴

き

、

又

は

説

明

若

し

く

は

資

料

の

提

出

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

委

任

）

第

九

条

こ

の

条

例

の

施

行

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

こ

の

条

例

の

失

効

）

２

こ

の

条

例

は

、

第

二

条

の

規

定

に

よ

る

答

申

が

行

わ

れ

た

日

限

り

、

そ

の

効

力

を

失

う

。

（

東

京

都

北

区

附

属

機

関

の

構

成

員

の

報

酬

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

）

３

東

京

都

北

区

附

属

機

関

の

構

成

員

の

報

酬

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

一

年

十

二

月

東

京

都

北

区

条

例

第

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

基

本

構

想

審

議

会

会

長

二

〇

、

六

〇

〇

円

学

識

経

験

者

か

ら

委

嘱

さ

れ

た

委

員

一

八

、

五

〇

〇

円



東

京

都

北

区

議

会

議

員

の

議

員

報

酬

及

び

費

用

弁

償

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

三

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

二

号

東

京

都

北

区

議

会

議

員

の

議

員

報

酬

及

び

費

用

弁

償

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

議

会

議

員

の

議

員

報

酬

及

び

費

用

弁

償

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

一

年

十

二

月

東

京

都

北

区

条

例

第

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

八

条

第

二

項

中

「

百

分

の

百

八

十

」

を

「

百

分

の

百

七

十

七

・

五

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。



東

京

都

北

区

長

等

の

給

料

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

三

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

三

号

東

京

都

北

区

長

等

の

給

料

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

長

等

の

給

料

等

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

三

十

一

年

十

二

月

東

京

都

北

区

条

例

第

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

第

四

中

「

百

分

の

百

八

十

」

を

「

百

分

の

百

七

十

七

・

五

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。



東

京

都

北

区

監

査

委

員

の

給

与

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

三

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

四

号

東

京

都

北

区

監

査

委

員

の

給

与

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

監

査

委

員

の

給

与

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

三

年

十

二

月

東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

四

条

第

三

項

中

「

百

分

の

百

八

十

」

を

「

百

分

の

百

七

十

七

・

五

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。



東

京

都

北

区

立

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ア

リ

ー

ナ

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

三

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

五

号

東

京

都

北

区

立

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ア

リ

ー

ナ

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

立

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ア

リ

ー

ナ

条

例

（

平

成

二

十

四

年

六

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

一

の

部

（

豊

島

北

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ア

リ

ー

ナ

）

の

項

及

び

（

新

町

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ア

リ

ー

ナ

）

の

項

中

「

二

、

〇

六

〇

円

二

、

〇

六

〇

円

二

、

〇

六

〇

円

四

、

〇

〇

〇

円

を

」

「

二

、

二

八

〇

円

二

、

二

八

〇

円

二

、

二

八

〇

円

四

、

四

〇

〇

円

に

改

め

、

同

表

」

二

の

部

（

豊

島

北

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ア

リ

ー

ナ

）

の

項

及

び

（

新

町

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ア

リ

ー

ナ

）

の

項

中

「

三

、

〇

九

〇

円

三

、

〇

九

〇

円

三

、

〇

九

〇

円

六

、

〇

〇

〇

円

を

」

「

三

、

四

二

〇

円

三

、

四

二

〇

円

三

、

四

二

〇

円

六

、

六

〇

〇

円

に

改

め

る

。

」

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

七

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。



- 2 -

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

立

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ア

リ

ー

ナ

条

例

別

表

の

規

定

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

以

後

に

承

認

す

る

使

用

に

係

る

使

用

料

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

承

認

し

た

使

用

に

係

る

使

用

料

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。



東

京

都

北

区

体

育

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

三

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

六

号

東

京

都

北

区

体

育

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

体

育

館

条

例

（

昭

和

六

十

一

年

六

月

東

京

都

北

区

条

例

第

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

第

一

の

一

の

部

滝

野

川

体

育

館

の

項

中

「

三
一

五
二

一
一

一
五

二
一

一
一

〇
一

八
八

九

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、

六
〇

五
五

六
六

〇
五

五
六

五
四

六
六

四

を

四
四

四
四

四
四

四
四

四
四

四
〇

四
四

六

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

」

「

三
一

一

六
二

一
一

一
六

二
一

一
一

三
二

九
九

〇

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、

二
二

六
六

八
二

二
六

六
八

五
五

五
五

四

に

改

め

、

同

部

赤

羽

体

育

館

の

〇
四

九
九

〇
〇

四
九

九
〇

九
四

〇
〇

〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

」

項

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。



- 2 -

ラ

ン

ニ

ン

グ

ス

一

回

三

〇

〇

円

一

五

〇

円

一

〇

〇

円

テ

ー

シ

ョ

ン

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

別

表

第

一

の

一

の

部

滝

野

川

体

育

館

の

項

の

改

正

規

定

は

、

同

年

七

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

体

育

館

条

例

別

表

第

一

の

一

の

部

滝

野

川

体

育

館

の

項

の

規

定

は

、

同

項

の

改

正

規

定

の

施

行

の

日

以

後

に

承

認

す

る

使

用

に

係

る

使

用

料

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

承

認

し

た

使

用

に

係

る

使

用

料

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。



東

京

都

北

区

行

政

財

産

使

用

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

三

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

七

号

東

京

都

北

区

行

政

財

産

使

用

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

行

政

財

産

使

用

料

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

付

則

第

三

項

中

「

特

例

基

準

割

合

（

当

該

年

の

前

年

に

」

を

「

延

滞

金

特

例

基

準

割

合

（

」

に

、

「

の

規

定

に

よ

り

告

示

さ

れ

た

割

合

」

を

「

に

規

定

す

る

平

均

貸

付

割

合

」

に

改

め

、

「

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

特

例

基

準

割

合

適

用

年

」

と

い

う

。

）

」

を

削

り

、

「

当

該

特

例

基

準

割

合

適

用

年

」

を

「

そ

の

年

」

に

、

「

特

例

基

準

割

合

に

」

を

「

延

滞

金

特

例

基

準

割

合

に

」

に

改

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

行

政

財

産

使

用

料

条

例

付

則

第

三

項

の

規

定

は

、

延

滞

金

の

う

ち

令

和

三

年

一

月

一

日

以

後

の

期

間

に

対

応

す

る

も

の

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

の

期

間

に

対

応

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。



東

京

都

北

区

奨

学

資

金

貸

付

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

三

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

八

号

東

京

都

北

区

奨

学

資

金

貸

付

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

奨

学

資

金

貸

付

条

例

（

昭

和

五

十

一

年

十

二

月

東

京

都

北

区

条

例

第

五

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

付

則

第

二

項

中

「

特

例

基

準

割

合

（

当

該

年

の

前

年

に

」

を

「

違

約

金

特

例

基

準

割

合

（

」

に

、

「

の

規

定

に

よ

り

告

示

さ

れ

た

割

合

」

を

「

に

規

定

す

る

平

均

貸

付

割

合

」

に

改

め

、

「

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

特

例

基

準

割

合

適

用

年

」

と

い

う

。

）

」

を

削

り

、

「

当

該

特

例

基

準

割

合

適

用

年

」

を

「

そ

の

年

」

に

、

「

特

例

基

準

割

合

に

」

を

「

違

約

金

特

例

基

準

割

合

に

」

に

改

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

奨

学

資

金

貸

付

条

例

付

則

第

二

項

の

規

定

は

、

違

約

金

の

う

ち

令

和

三

年

一

月

一

日

以

後

の

期

間

に

対

応

す

る

も

の

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

の

期

間

に

対

応

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。



東

京

都

北

区

廃

棄

物

の

処

理

及

び

再

利

用

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

三

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

九

号

東

京

都

北

区

廃

棄

物

の

処

理

及

び

再

利

用

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

廃

棄

物

の

処

理

及

び

再

利

用

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

一

年

十

二

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

付

則

第

五

項

中

「

特

例

基

準

割

合

（

当

該

年

の

前

年

に

」

を

「

延

滞

金

特

例

基

準

割

合

（

」

に

、

「

の

規

定

に

よ

り

告

示

さ

れ

た

割

合

」

を

「

に

規

定

す

る

平

均

貸

付

割

合

」

に

改

め

、

「

（

以

下

こ

の

項

に

お

い

て

「

特

例

基

準

割

合

適

用

年

」

と

い

う

。

）

」

を

削

り

、

「

当

該

特

例

基

準

割

合

適

用

年

」

を

「

そ

の

年

」

に

、

「

特

例

基

準

割

合

に

」

を

「

延

滞

金

特

例

基

準

割

合

に

」

に

改

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

廃

棄

物

の

処

理

及

び

再

利

用

に

関

す

る

条

例

付

則

第

五

項

の

規

定

は

、

延

滞

金

の

う

ち

令

和

三

年

一

月

一

日

以

後

の

期

間

に

対

応

す

る

も

の

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

の

期

間

に

対

応

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。



職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

三

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

十

号

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

付

則

第

三

項

中

「

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

を

指

定

感

染

症

と

し

て

定

め

る

等

の

政

令

（

令

和

二

年

政

令

第

十

一

号

）

第

一

条

に

規

定

す

る

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

」

を

「

病

原

体

が

ベ

ー

タ

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

属

の

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

（

令

和

二

年

一

月

に

、

中

華

人

民

共

和

国

か

ら

世

界

保

健

機

関

に

対

し

て

、

人

に

伝

染

す

る

能

力

を

有

す

る

こ

と

が

新

た

に

報

告

さ

れ

た

も

の

に

限

る

。

）

で

あ

る

感

染

症

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。



東

京

都

北

区

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

三

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

十

一

号

東

京

都

北

区

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

手

数

料

条

例

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

第

一

の

十

四

の

項

か

ら

四

十

八

の

二

の

項

ま

で

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

十

四

食

品

衛

生

法

（

昭

飲

食

店

営

業

⑴

飲

食

店

営

業

（

移

動

飲

食

許

可

申

請

の

和

二

十

二

年

法

律

第

二

許

可

申

請

手

店

営

業

又

は

臨

時

飲

食

店

営

と

き

。

百

三

十

三

号

）

第

五

十

数

料

業

に

よ

る

も

の

を

除

く

。

）

五

条

第

一

項

及

び

食

品

一

万

八

千

三

百

円

衛

生

法

施

行

令

（

昭

和

⑵

移

動

飲

食

店

営

業

又

は

臨

二

十

八

年

政

令

第

二

百

時

飲

食

店

営

業

五

千

六

百

二

十

九

号

）

第

三

十

五

円

条

の

規

定

に

基

づ

く

飲

食

店

営

業

の

許

可

の

申

飲

食

店

営

業

⑴

飲

食

店

営

業

（

移

動

飲

食

更

新

申

請

の

請

に

対

す

る

審

査

（

卸

許

可

更

新

申

店

営

業

又

は

臨

時

飲

食

店

営

と

き

。

売

市

場

法

（

昭

和

四

十

請

手

数

料

業

に

よ

る

も

の

を

除

く

。

）

六

年

法

律

第

三

十

五

八

千

九

百

円

号

）

に

規

定

す

る

花

き

⑵

移

動

飲

食

店

営

業

又

は

臨

の

卸

売

の

た

め

に

開

設

時

飲

食

店

営

業

二

千

七

百

さ

れ

る

も

の

を

除

く

卸

円

売

市

場

外

の

営

業

（

以

下

「

卸

売

市

場

外

営

業

」

と

い

う

。

）

に

限



- 2 -

る

。

）

十

五

食

品

衛

生

法

第

五

調

理

の

機

能

一

万

千

五

百

円

許

可

申

請

の

十

五

条

第

一

項

及

び

食

を

有

す

る

自

と

き

。

品

衛

生

法

施

行

令

第

三

動

販

売

機

に

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

よ

り

食

品

を

く

調

理

の

機

能

を

有

す

調

理

し

、

調

る

自

動

販

売

機

に

よ

り

理

さ

れ

た

食

食

品

を

調

理

し

、

調

理

品

を

販

売

す

さ

れ

た

食

品

を

販

売

す

る

営

業

許

可

る

営

業

の

許

可

の

申

請

申

請

手

数

料

に

対

す

る

審

査

（

卸

売

市

場

外

営

業

に

限

調

理

の

機

能

五

千

七

百

円

更

新

申

請

の

る

。

）

を

有

す

る

自

と

き

。

動

販

売

機

に

よ

り

食

品

を

調

理

し

、

調

理

さ

れ

た

食

品

を

販

売

す

る

営

業

許

可

更

新

申

請

手

数

料

十

六

食

品

衛

生

法

第

五

食

肉

販

売

業

一

万

千

五

百

円

許

可

申

請

の

十

五

条

第

一

項

及

び

食

許

可

申

請

手

と

き

。

品

衛

生

法

施

行

令

第

三

数

料

十

五

条

の

規

定

に

基

づ
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く

食

肉

販

売

業

の

許

可

食

肉

販

売

業

五

千

七

百

円

更

新

申

請

の

の

申

請

に

対

す

る

審

査

許

可

更

新

申

と

き

。

（

卸

売

市

場

外

営

業

に

請

手

数

料

限

る

。

）

十

七

食

品

衛

生

法

第

五

魚

介

類

販

売

一

万

千

五

百

円

許

可

申

請

の

十

五

条

第

一

項

及

び

食

業

許

可

申

請

と

き

。

品

衛

生

法

施

行

令

第

三

手

数

料

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

魚

介

類

販

売

業

の

許

魚

介

類

販

売

五

千

七

百

円

更

新

申

請

の

可

の

申

請

に

対

す

る

審

業

許

可

更

新

と

き

。

査

（

卸

売

市

場

外

営

業

申

請

手

数

料

に

限

る

。

）

十

八

食

品

衛

生

法

第

五

魚

介

類

競

り

二

万

五

千

二

百

円

許

可

申

請

の

十

五

条

第

一

項

及

び

食

売

り

営

業

許

と

き

。

品

衛

生

法

施

行

令

第

三

可

申

請

手

数

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

料

く

魚

介

類

競

り

売

り

営

業

の

許

可

の

申

請

に

対

魚

介

類

競

り

一

万

二

千

六

百

円

更

新

申

請

の

す

る

審

査

（

卸

売

市

場

売

り

営

業

許

と

き

。

外

営

業

に

限

る

。

）

可

更

新

申

請

手

数

料

十

九

食

品

衛

生

法

第

五

集

乳

業

許

可

一

万

千

五

百

円

許

可

申

請

の

十

五

条

第

一

項

及

び

食

申

請

手

数

料

と

き

。

品

衛

生

法

施

行

令

第

三
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十

五

条

の

規

定

に

基

づ

集

乳

業

許

可

五

千

七

百

円

更

新

申

請

の

く

集

乳

業

の

許

可

の

申

更

新

申

請

手

と

き

。

請

に

対

す

る

審

査

（

卸

数

料

売

市

場

外

営

業

に

限

る

。

）

二

十

食

品

衛

生

法

第

五

乳

処

理

業

許

二

万

五

千

二

百

円

許

可

申

請

の

十

五

条

第

一

項

及

び

食

可

申

請

手

数

と

き

。

品

衛

生

法

施

行

令

第

三

料

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

乳

処

理

業

の

許

可

の

乳

処

理

業

許

一

万

二

千

六

百

円

更

新

申

請

の

申

請

に

対

す

る

審

査

可

更

新

申

請

と

き

。

（

卸

売

市

場

外

営

業

に

手

数

料

限

る

。

）

二

十

一

食

品

衛

生

法

第

特

別

牛

乳

搾

二

万

五

千

二

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

取

処

理

業

許

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

可

申

請

手

数

三

十

五

条

の

規

定

に

基

料

づ

く

特

別

牛

乳

搾

取

処

理

業

の

許

可

の

申

請

に

特

別

牛

乳

搾

一

万

二

千

六

百

円

更

新

申

請

の

対

す

る

審

査

（

卸

売

市

取

処

理

業

許

と

き

。

場

外

営

業

に

限

る

。

）

可

更

新

申

請

手

数

料

二

十

二

食

品

衛

生

法

第

食

肉

処

理

業

二

万

五

千

二

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

許

可

申

請

手

と

き

。
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食

品

衛

生

法

施

行

令

第

数

料

三

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

食

肉

処

理

業

の

許

食

肉

処

理

業

一

万

二

千

六

百

円

更

新

申

請

の

可

の

申

請

に

対

す

る

審

許

可

更

新

申

と

き

。

査

（

卸

売

市

場

外

営

業

請

手

数

料

に

限

る

。

）

二

十

三

食

品

衛

生

法

第

食

品

の

放

射

二

万

五

千

二

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

線

照

射

業

許

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

可

申

請

手

数

三

十

五

条

の

規

定

に

基

料

づ

く

食

品

の

放

射

線

照

射

業

の

許

可

の

申

請

に

食

品

の

放

射

一

万

二

千

六

百

円

更

新

申

請

の

対

す

る

審

査

（

卸

売

市

線

照

射

業

許

と

き

。

場

外

営

業

に

限

る

。

）

可

更

新

申

請

手

数

料

二

十

四

食

品

衛

生

法

第

菓

子

製

造

業

一

万

六

千

八

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

許

可

申

請

手

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

数

料

三

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

菓

子

製

造

業

の

許

菓

子

製

造

業

八

千

四

百

円

更

新

申

請

の

可

の

申

請

に

対

す

る

審

許

可

更

新

申

と

き

。

査

（

卸

売

市

場

外

営

業

請

手

数

料

に

限

る

。

）

二

十

五

食

品

衛

生

法

第

ア

イ

ス

ク

リ

一

万

六

千

八

百

円

許

可

申

請

の
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五

十

五

条

第

一

項

及

び

ー

ム

類

製

造

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

業

許

可

申

請

三

十

五

条

の

規

定

に

基

手

数

料

づ

く

ア

イ

ス

ク

リ

ー

ム

類

製

造

業

の

許

可

の

申

ア

イ

ス

ク

リ

八

千

四

百

円

更

新

申

請

の

請

に

対

す

る

審

査

（

卸

ー

ム

類

製

造

と

き

。

売

市

場

外

営

業

に

限

業

許

可

更

新

る

。

）

申

請

手

数

料

二

十

六

食

品

衛

生

法

第

乳

製

品

製

造

二

万

五

千

二

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

業

許

可

申

請

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

手

数

料

三

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

乳

製

品

製

造

業

の

乳

製

品

製

造

一

万

二

千

六

百

円

更

新

申

請

の

許

可

の

申

請

に

対

す

る

業

許

可

更

新

と

き

。

審

査

（

卸

売

市

場

外

営

申

請

手

数

料

業

に

限

る

。

）

二

十

七

食

品

衛

生

法

第

清

涼

飲

料

水

二

万

五

千

二

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

製

造

業

許

可

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

申

請

手

数

料

三

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

清

涼

飲

料

水

製

造

清

涼

飲

料

水

一

万

二

千

六

百

円

更

新

申

請

の

業

の

許

可

の

申

請

に

対

製

造

業

許

可

と

き

。

す

る

審

査

（

卸

売

市

場

更

新

申

請

手

外

営

業

に

限

る

。

）

数

料
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二

十

八

食

品

衛

生

法

第

食

肉

製

品

製

二

万

五

千

二

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

造

業

許

可

申

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

請

手

数

料

三

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

食

肉

製

品

製

造

業

食

肉

製

品

製

一

万

二

千

六

百

円

更

新

申

請

の

の

許

可

の

申

請

に

対

す

造

業

許

可

更

と

き

。

る

審

査

（

卸

売

市

場

外

新

申

請

手

数

営

業

に

限

る

。

）

料

二

十

九

食

品

衛

生

法

第

水

産

製

品

製

一

万

九

千

二

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

造

業

許

可

申

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

請

手

数

料

三

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

水

産

製

品

製

造

業

水

産

製

品

製

九

千

六

百

円

更

新

申

請

の

の

許

可

の

申

請

に

対

す

造

業

許

可

更

と

き

。

る

審

査

（

卸

売

市

場

外

新

申

請

手

数

営

業

に

限

る

。

）

料

三

十

食

品

衛

生

法

第

五

氷

雪

製

造

業

二

万

五

千

二

百

円

許

可

申

請

の

十

五

条

第

一

項

及

び

食

許

可

申

請

手

と

き

。

品

衛

生

法

施

行

令

第

三

数

料

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

氷

雪

製

造

業

の

許

可

氷

雪

製

造

業

一

万

二

千

六

百

円

更

新

申

請

の

の

申

請

に

対

す

る

審

査

許

可

更

新

申

と

き

。

（

卸

売

市

場

外

営

業

に

請

手

数

料

限

る

。

）
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三

十

一

食

品

衛

生

法

第

液

卵

製

造

業

一

万

三

千

二

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

許

可

申

請

手

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

数

料

三

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

液

卵

製

造

業

の

許

液

卵

製

造

業

七

千

八

百

円

更

新

申

請

の

可

の

申

請

に

対

す

る

審

許

可

更

新

申

と

き

。

査

（

卸

売

市

場

外

営

業

請

手

数

料

に

限

る

。

）

三

十

二

食

品

衛

生

法

第

食

用

油

脂

製

二

万

五

千

二

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

造

業

許

可

申

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

請

手

数

料

三

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

食

用

油

脂

製

造

業

食

用

油

脂

製

一

万

二

千

六

百

円

更

新

申

請

の

の

許

可

の

申

請

に

対

す

造

業

許

可

更

と

き

。

る

審

査

（

卸

売

市

場

外

新

申

請

手

数

営

業

に

限

る

。

）

料

三

十

三

食

品

衛

生

法

第

み

そ

又

は

し

一

万

九

千

二

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

ょ

う

ゆ

製

造

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

業

許

可

申

請

三

十

五

条

の

規

定

に

基

手

数

料

づ

く

み

そ

又

は

し

ょ

う

ゆ

製

造

業

の

許

可

の

申

み

そ

又

は

し

九

千

六

百

円

更

新

申

請

の

請

に

対

す

る

審

査

（

卸

ょ

う

ゆ

製

造

と

き

。

売

市

場

外

営

業

に

限

業

許

可

更

新

る

。

）

申

請

手

数

料
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三

十

四

食

品

衛

生

法

第

酒

類

製

造

業

一

万

九

千

二

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

許

可

申

請

手

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

数

料

三

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

酒

類

製

造

業

の

許

酒

類

製

造

業

九

千

六

百

円

更

新

申

請

の

可

の

申

請

に

対

す

る

審

許

可

更

新

申

と

き

。

査

（

卸

売

市

場

外

営

業

請

手

数

料

に

限

る

。

）

三

十

五

食

品

衛

生

法

第

豆

腐

製

造

業

一

万

六

千

八

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

許

可

申

請

手

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

数

料

三

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

豆

腐

製

造

業

の

許

豆

腐

製

造

業

八

千

四

百

円

更

新

申

請

の

可

の

申

請

に

対

す

る

審

許

可

更

新

申

と

き

。

査

（

卸

売

市

場

外

営

業

請

手

数

料

に

限

る

。

）

三

十

六

食

品

衛

生

法

第

納

豆

製

造

業

一

万

六

千

八

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

許

可

申

請

手

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

数

料

三

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

納

豆

製

造

業

の

許

納

豆

製

造

業

八

千

四

百

円

更

新

申

請

の

可

の

申

請

に

対

す

る

審

許

可

更

新

申

と

き

。

査

（

卸

売

市

場

外

営

業

請

手

数

料

に

限

る

。

）
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三

十

七

食

品

衛

生

法

第

麺

類

製

造

業

一

万

六

千

八

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

許

可

申

請

手

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

数

料

三

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

麺

類

製

造

業

の

許

麺

類

製

造

業

八

千

四

百

円

更

新

申

請

の

可

の

申

請

に

対

す

る

審

許

可

更

新

申

と

き

。

査

（

卸

売

市

場

外

営

業

請

手

数

料

に

限

る

。

）

三

十

八

食

品

衛

生

法

第

そ

う

ざ

い

製

二

万

五

千

二

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

造

業

許

可

申

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

請

手

数

料

三

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

そ

う

ざ

い

製

造

業

そ

う

ざ

い

製

一

万

二

千

六

百

円

更

新

申

請

の

の

許

可

の

申

請

に

対

す

造

業

許

可

更

と

き

。

る

審

査

（

卸

売

市

場

外

新

申

請

手

数

営

業

に

限

る

。

）

料

三

十

九

食

品

衛

生

法

第

複

合

型

そ

う

三

万

五

千

二

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

ざ

い

製

造

業

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

許

可

申

請

手

三

十

五

条

の

規

定

に

基

数

料

づ

く

複

合

型

そ

う

ざ

い

製

造

業

の

許

可

の

申

請

複

合

型

そ

う

二

万

三

千

三

百

円

更

新

申

請

の

に

対

す

る

審

査

（

卸

売

ざ

い

製

造

業

と

き

。

市

場

外

営

業

に

限

許

可

更

新

申
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る

。

）

請

手

数

料

四

十

食

品

衛

生

法

第

五

冷

凍

食

品

製

二

万

五

千

二

百

円

許

可

申

請

の

十

五

条

第

一

項

及

び

食

造

業

許

可

申

と

き

。

品

衛

生

法

施

行

令

第

三

請

手

数

料

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

冷

凍

食

品

製

造

業

の

冷

凍

食

品

製

一

万

二

千

六

百

円

更

新

申

請

の

許

可

の

申

請

に

対

す

る

造

業

許

可

更

と

き

。

審

査

（

卸

売

市

場

外

営

新

申

請

手

数

業

に

限

る

。

）

料

四

十

一

食

品

衛

生

法

第

複

合

型

冷

凍

三

万

五

千

二

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

食

品

製

造

業

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

許

可

申

請

手

三

十

五

条

の

規

定

に

基

数

料

づ

く

複

合

型

冷

凍

食

品

製

造

業

の

許

可

の

申

請

複

合

型

冷

凍

二

万

三

千

三

百

円

更

新

申

請

の

に

対

す

る

審

査

（

卸

売

食

品

製

造

業

と

き

。

市

場

外

営

業

に

限

許

可

更

新

申

る

。

）

請

手

数

料

四

十

二

食

品

衛

生

法

第

漬

物

製

造

業

一

万

三

千

二

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

許

可

申

請

手

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

数

料

三

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

漬

物

製

造

業

の

許

漬

物

製

造

業

七

千

八

百

円

更

新

申

請

の

可

の

申

請

に

対

す

る

審

許

可

更

新

申

と

き

。
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査

（

卸

売

市

場

外

営

業

請

手

数

料

に

限

る

。

）

四

十

三

食

品

衛

生

法

第

密

封

包

装

食

一

万

九

千

二

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

品

製

造

業

許

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

可

申

請

手

数

三

十

五

条

の

規

定

に

基

料

づ

く

密

封

包

装

食

品

製

造

業

の

許

可

の

申

請

に

密

封

包

装

食

九

千

六

百

円

更

新

申

請

の

対

す

る

審

査

（

卸

売

市

品

製

造

業

許

と

き

。

場

外

営

業

に

限

る

。

）

可

更

新

申

請

手

数

料

四

十

四

食

品

衛

生

法

第

食

品

の

小

分

一

万

六

千

八

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

け

業

許

可

申

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

請

手

数

料

三

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

食

品

の

小

分

け

業

食

品

の

小

分

八

千

四

百

円

更

新

申

請

の

の

許

可

の

申

請

に

対

す

け

業

許

可

更

と

き

。

る

審

査

（

卸

売

市

場

外

新

申

請

手

数

営

業

に

限

る

。

）

料

四

十

五

食

品

衛

生

法

第

添

加

物

製

造

二

万

五

千

二

百

円

許

可

申

請

の

五

十

五

条

第

一

項

及

び

業

許

可

申

請

と

き

。

食

品

衛

生

法

施

行

令

第

手

数

料

三

十

五

条

の

規

定

に

基

づ

く

添

加

物

製

造

業

の

添

加

物

製

造

一

万

二

千

六

百

円

更

新

申

請

の
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許

可

の

申

請

に

対

す

る

業

許

可

更

新

と

き

。

審

査

（

卸

売

市

場

外

営

申

請

手

数

料

業

に

限

る

。

）

四

十

六

か

ら

四

十

八

の

二

ま

で

削

除

別

表

第

一

の

二

の

一

の

項

中

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

二

万

六

千

円

を

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

千

一

万

六

千

円

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

に

、

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

千

二

万

六

千

円

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

」

「

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

二

万

六

千

円

を

の

も

の

」
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「

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

一

万

六

千

円

も

の

に

、

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

二

万

六

千

円

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

十

八

万

円

を

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

千

十

三

万

八

千

円

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

に

、

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

千

十

八

万

円

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

三

十

八

万

四

千

円

を

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の
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」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

千

三

十

万

円

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

に

、

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

千

三

十

八

万

四

千

円

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

」

「

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

三

十

八

万

四

千

円

を

の

も

の

」

「

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

三

十

万

円

も

の

に

改

め

、

同

表

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

三

十

八

万

四

千

円

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

二

の

項

中

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

一

万

八

千

円

を



- 16 -

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

千

一

万

千

円

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

に

、

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

千

一

万

八

千

円

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

」

「

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

一

万

八

千

円

を

の

も

の

」

「

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

一

万

千

円

も

の

に

、

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

一

万

八

千

円

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が
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三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

九

万

六

千

円

を

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

千

七

万

二

千

円

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

に

、

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

千

九

万

六

千

円

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

十

九

万

八

千

円

を

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

千

十

五

万

四

千

円

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

に

、

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

千

十

九

万

八

千

円

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

」

「
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建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

十

九

万

八

千

円

を

の

も

の

」

「

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

十

五

万

四

千

円

も

の

に

改

め

る

。

建

築

物

の

延

べ

面

積

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

二

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

十

九

万

八

千

円

も

の

」

別

表

第

一

の

三

の

一

の

項

中

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

二

万

七

千

百

円

を

平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

千

平

一

万

六

千

七

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

に

、

「

及

び

省

令

第

十

条

第

一

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

平

二

万

七

千

百

円
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方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

号

イ

⑴

の

屋

内

周

囲

空

間

の

年

間

熱

負

荷

（

以

下

こ

の

表

に

お

い

て

「

屋

内

周

囲

空

間

の

年

間

熱

負

荷

」

と

い

う

。

）

の

算

出

に

用

い

る

べ

き

も

の

と

し

て

国

土

交

通

大

臣

が

定

め

る

建

築

物

を

用

い

て

評

価

す

る

方

法

を

い

う

。

以

下

こ

の

表

（

五

の

項

を

除

く

。

）

」

を

「

を

用

い

て

評

価

す

る

方

法

を

い

う

。

二

の

項

、

五

の

項

及

び

六

の

項

」

に

、

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

十

四

万

五

千

七

百

円

を

平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

千

平

十

一

万

七

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

に

、

「

及

び

屋

内

周

囲

空

間

の

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

平

十

四

万

五

千

七

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

年

間

熱

負

荷

を

用

い

て

評

価

す

る

方

法

を

い

う

。

以

下

こ

の

表

（

五

の

項

を

除

く

。

）

」

を

「

を

用

い

て

評

価

す

る

方

法

を

い

う

。

二

の

項

、

五

の

項

及

び

六

の

項

」

に

、

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

三

十

六

万

七

千

百

円

を

平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」
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「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

千

平

二

十

八

万

四

千

四

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

に

改

め

、

同

表

二

の

項

中

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

平

三

十

六

万

七

千

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

一

万

九

千

百

円

を

平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

千

平

一

万

千

八

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

に

、

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

平

一

万

九

千

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

十

万

二

千

百

円

を

平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の
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」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

千

平

七

万

七

千

六

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

に

、

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

平

十

万

二

千

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

二

十

五

万

七

千

百

円

を

平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

千

平

十

九

万

九

千

二

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

に

改

め

、

同

表

三

の

項

中

「

第

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

平

二

十

五

万

七

千

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

三

十

条

第

一

項

の

」

を

「

第

三

十

五

条

第

一

項

の

」

に

、

「

第

三

十

条

第

二

項

」

を

「

第

三

十

五

条

第

二

項

」

に

、

「

第

三

十

条

第

一

項

各

号

」

を

「

第

三

十

五

条

第

一

項

各

号

」

に

、

「
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当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

二

万

七

千

百

円

を

平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

千

平

一

万

六

千

七

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

に

、

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

平

二

万

七

千

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

モ

デ

ル

建

物

法

」

を

「

モ

デ

ル

建

物

法

（

一

次

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

量

の

算

出

に

用

い

る

べ

き

標

準

的

な

建

築

物

及

び

省

令

第

十

条

第

一

号

イ

⑴

の

屋

内

周

囲

空

間

の

年

間

熱

負

荷

（

以

下

こ

の

表

に

お

い

て

「

屋

内

周

囲

空

間

の

年

間

熱

負

荷

」

と

い

う

。

）

の

算

出

に

用

い

る

べ

き

も

の

と

し

て

国

土

交

通

大

臣

が

定

め

る

建

築

物

を

用

い

て

評

価

す

る

方

法

を

い

う

。

四

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

に

、

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

十

四

万

五

千

七

百

円

を

平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

千

平

十

一

万

七

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

に

、

「

標

準

入

力

法

等

」

を
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当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

平

十

四

万

五

千

七

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

標

準

入

力

法

等

（

実

際

の

設

計

仕

様

の

条

件

を

基

に

算

定

し

た

一

次

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

量

及

び

屋

内

周

囲

空

間

の

年

間

熱

負

荷

を

用

い

て

評

価

す

る

方

法

を

い

う

。

四

の

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

に

、

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

三

十

六

万

七

千

百

円

を

平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

千

平

二

十

八

万

四

千

四

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

に

改

め

、

同

表

四

の

項

中

「

第

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

平

三

十

六

万

七

千

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

三

十

一

条

第

一

項

」

を

「

第

三

十

六

条

第

一

項

」

に

、

「

第

三

十

一

条

第

二

項

」

を

「

第

三

十

六

条

第

二

項

」

に

、

「

第

三

十

条

第

二

項

」

を

「

第

三

十

五

条

第

二

項

」

に

、

「

第

三

十

条

第

一

項

各

号

」

を

「

第

三

十

五

条

第

一

項

各

号

」

に

、

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

一

万

九

千

百

円

を

平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の
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」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

千

平

一

万

千

八

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

に

、

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

平

一

万

九

千

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

十

万

二

千

百

円

を

平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

千

平

七

万

七

千

六

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

に

、

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

平

十

万

二

千

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

二

十

五

万

七

千

百

円

を
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平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

千

平

十

九

万

九

千

二

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

に

改

め

、

同

表

五

の

項

中

「

第

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

平

二

十

五

万

七

千

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

三

十

六

条

第

一

項

」

を

「

第

四

十

一

条

第

一

項

」

に

、

「

第

二

条

第

三

号

」

を

「

第

二

条

第

一

項

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

第

三

号

」

に

、

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

二

万

七

千

百

円

を

平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

千

平

一

万

六

千

七

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

に

改

め

、

「

（

一

次

エ

ネ

ル

ギ

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

平

二

万

七

千

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

ー

消

費

量

の

算

出

に

用

い

る

べ

き

標

準

的

な

建

築

物

を

用

い

て

評

価

す

る

方

法

を

い

う

。

）

」

を



- 26 -

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

削

り

、

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

十

四

万

五

千

七

百

円

を

平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

千

平

十

一

万

七

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

に

改

め

、

「

（

実

際

の

設

計

仕

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

平

十

四

万

五

千

七

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

様

の

条

件

を

基

に

算

定

し

た

一

次

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

量

を

用

い

て

評

価

す

る

方

法

を

い

う

。

）

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

を

削

り

、

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

三

十

六

万

七

千

百

円

を

平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

千

平

二

十

八

万

四

千

四

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

に

改

め

、

同

表

六

の

項

中

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

平

三

十

六

万

七

千

百

円
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方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

一

万

九

千

百

円

を

平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

千

平

一

万

千

八

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

に

、

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

平

一

万

九

千

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

十

万

二

千

百

円

を

平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

千

平

七

万

七

千

六

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

に

、

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が
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千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

平

十

万

二

千

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

二

十

五

万

七

千

百

円

を

平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

「

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

三

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

千

平

十

九

万

九

千

二

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

に

改

め

る

。

当

該

部

分

の

床

面

積

の

合

計

が

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

上

二

千

平

二

十

五

万

七

千

百

円

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

も

の

」

別

表

一

の

三

の

備

考

第

十

四

号

を

同

表

備

考

第

十

六

号

と

し

、

同

表

備

考

第

十

号

か

ら

第

十

三

号

ま

で

を

同

表

備

考

第

十

二

号

か

ら

第

十

五

号

ま

で

と

し

、

同

表

備

考

第

九

号

中

「

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

向

上

計

画

認

定

申

請

手

数

料

又

は

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

向

上

計

画

変

更

認

定

申

請

手

数

料

（

以

下

こ

の

表

に

お

い

て

「

向

上

計

画

認

定

申

請

手

数

料

等

」

と

い

う

。

）

」

を

「

向

上

計

画

認

定

申

請

手

数

料

等

」

に

改

め

、

同

号

を

同

表

備

考

第

十

一

号

と

し

、

同

表

備

考

第

八

号

中

「

第

二

十

九

条

第

三

項

各

号

」

を

「

第

三

十

四

条

第

三

項

各

号

」

に

改

め

、

同

号

を

同
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表

備

考

第

十

号

と

し

、

同

表

備

考

第

七

号

中

「

第

二

十

九

条

第

三

項

各

号

」

を

「

第

三

十

四

条

第

三

項

各

号

」

に

改

め

、

同

号

を

同

表

備

考

第

九

号

と

し

、

同

表

備

考

第

六

号

を

同

表

備

考

第

八

号

と

し

、

同

表

備

考

第

三

号

か

ら

第

五

号

ま

で

を

同

表

備

考

第

五

号

か

ら

第

七

号

ま

で

と

し

、

同

表

備

考

第

二

号

中

「

第

二

十

九

条

第

三

項

各

号

」

を

「

第

三

十

四

条

第

三

項

各

号

」

に

改

め

、

同

号

を

同

表

備

考

第

四

号

と

し

、

同

表

備

考

第

一

号

中

「

第

二

十

九

条

第

三

項

各

号

」

を

「

第

三

十

四

条

第

三

項

各

号

」

に

改

め

、

同

号

を

同

表

備

考

第

三

号

と

し

、

同

表

に

備

考

第

一

号

及

び

第

二

号

と

し

て

、

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

一

省

令

第

一

条

第

一

項

第

一

号

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

国

土

交

通

大

臣

が

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

を

適

切

に

評

価

で

き

る

方

法

と

認

め

る

方

法

に

よ

っ

て

非

住

宅

部

分

が

備

え

る

べ

き

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

を

有

す

る

こ

と

が

確

か

め

ら

れ

た

場

合

に

お

け

る

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

適

合

性

判

定

手

数

料

、

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

確

保

計

画

の

変

更

に

係

る

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

適

合

性

判

定

手

数

料

、

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

基

準

に

適

合

し

て

い

る

旨

の

認

定

申

請

手

数

料

又

は

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

確

保

計

画

の

変

更

が

軽

微

な

変

更

に

該

当

し

て

い

る

こ

と

の

証

明

手

数

料

の

額

は

、

そ

れ

ぞ

れ

こ

の

表

の

一

の

項

㈡

、

二

の

項

㈡

、

五

の

項

㈡

⑵

イ

又

は

六

の

項

㈡

に

掲

げ

る

標

準

入

力

法

等

に

よ

（イ）

る

場

合

と

み

な

し

て

算

出

し

た

額

と

す

る

。

二

省

令

第

一

条

第

一

項

第

一

号

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

国

土

交

通

大

臣

が

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

を

適

切

に

評

価

で

き

る

方

法

と

認

め

る

方

法

に

よ

っ

て

非

住

宅

部

分

が

備

え

る

べ

き

エ
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ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

を

有

す

る

こ

と

が

確

か

め

ら

れ

、

か

つ

、

省

令

第

十

条

第

一

項

第

一

号

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

国

土

交

通

大

臣

が

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

を

適

切

に

評

価

で

き

る

方

法

と

認

め

る

方

法

に

よ

っ

て

非

住

宅

部

分

が

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

の

一

層

の

促

進

の

た

め

に

誘

導

す

べ

き

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

を

有

す

る

こ

と

が

確

か

め

ら

れ

た

場

合

の

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

向

上

計

画

認

定

申

請

手

数

料

又

は

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

向

上

計

画

変

更

認

定

申

請

手

数

料

（

以

下

こ

の

表

に

お

い

て

「

向

上

計

画

認

定

申

請

手

数

料

等

」

と

い

う

。

）

の

額

は

、

そ

れ

ぞ

れ

こ

の

表

の

三

の

項

㈡

⑵

イ

又

は

四

の

(イ)

項

㈡

⑵

イ

に

掲

げ

る

標

準

入

力

法

等

に

よ

る

場

合

と

み

な

し

て

算

出

し

た

額

と

す

る

。

(イ)

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

中

別

表

第

一

の

改

正

規

定

並

び

に

次

項

及

び

付

則

第

三

項

の

規

定

は

令

和

三

年

六

月

一

日

か

ら

、

別

表

第

一

の

二

及

び

別

表

第

一

の

三

の

改

正

規

定

は

同

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

別

表

第

一

の

改

正

規

定

の

施

行

の

際

現

に

食

品

衛

生

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

三

十

年

法

律

第

四

十

六

号

）

第

二

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

前

の

食

品

衛

生

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

二

百

三

十

三

号

）

第

五

十

二

条

第

一

項

の

許

可

を

受

け

て

次

の

表

の

第

一

欄

に

掲

げ

る

営

業

を

行

っ

て

い

る

者

が

、

当

該

許

可

に

係

る

営

業

を

継

続

す

る

た

め

に

同

表

の

第

二

欄

に

掲
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げ

る

営

業

に

係

る

食

品

衛

生

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

第

二

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

食

品

衛

生

法

（

以

下

「

新

食

品

衛

生

法

」

と

い

う

。

）

第

五

十

五

条

第

一

項

の

許

可

の

申

請

を

行

う

場

合

は

、

当

該

申

請

に

係

る

手

数

料

に

関

す

る

別

表

第

一

の

改

正

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

手

数

料

条

例

（

以

下

「

六

月

新

条

例

」

と

い

う

。

）

同

表

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

次

の

表

の

第

三

欄

に

掲

げ

る

規

定

中

同

表

の

第

四

欄

に

掲

げ

る

字

句

は

、

同

表

の

第

五

欄

に

掲

げ

る

字

句

に

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

飲

食

店

営

業

（

移

飲

食

店

営

業

（

移

別

表

第

一

の

十

一

万

八

千

三

八

千

九

百

円

動

飲

食

店

営

業

、

動

飲

食

店

営

業

又

四

の

項

百

円

臨

時

飲

食

店

営

業

は

臨

時

飲

食

店

営

又

は

自

動

販

売

機

業

に

よ

る

も

の

を

に

よ

る

も

の

を

除

除

く

。

）

く

。

）

そ

う

ざ

い

製

造

業

別

表

第

一

の

三

二

万

五

千

二

八

千

九

百

円

十

八

の

項

百

円

飲

食

店

営

業

（

移

飲

食

店

営

業

（

移

別

表

第

一

の

十

五

千

六

百

円

二

千

七

百

円

動

飲

食

店

営

業

又

動

飲

食

店

営

業

又

四

の

項

は

臨

時

飲

食

店

営

は

臨

時

飲

食

店

営

業

に

限

る

。

）

業

に

限

る

。

）

飲

食

店

営

業

（

自

調

理

の

機

能

を

有

別

表

第

一

の

十

一

万

千

五

百

五

千

七

百

円
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動

販

売

機

に

よ

る

す

る

自

動

販

売

機

五

の

項

円

も

の

に

限

る

。

）

に

よ

り

食

品

を

調

理

し

、

調

理

さ

れ

た

食

品

を

販

売

す

る

営

業

喫

茶

店

営

業

（

自

飲

食

店

営

業

（

移

別

表

第

一

の

十

一

万

八

千

三

五

千

七

百

円

動

販

売

機

に

よ

る

動

飲

食

店

営

業

又

四

の

項

百

円

も

の

を

除

く

。

）

は

臨

時

飲

食

店

営

業

に

よ

る

も

の

を

除

く

。

）

喫

茶

店

営

業

（

自

調

理

の

機

能

を

有

別

表

第

一

の

十

一

万

千

五

百

五

千

七

百

円

動

販

売

機

に

よ

る

す

る

自

動

販

売

機

五

の

項

円

も

の

に

限

る

。

）

に

よ

り

食

品

を

調

理

し

、

調

理

さ

れ

た

食

品

を

販

売

す

る

営

業

菓

子

製

造

業

（

移

飲

食

店

営

業

（

移

別

表

第

一

の

十

一

万

八

千

三

八

千

四

百

円

動

菓

子

製

造

業

又

動

飲

食

店

営

業

又

四

の

項

百

円
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は

臨

時

菓

子

製

造

は

臨

時

飲

食

店

営

業

を

除

く

。

）

業

に

よ

る

も

の

を

除

く

。

）

菓

子

製

造

業

別

表

第

一

の

二

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

十

四

の

項

百

円

食

品

の

小

分

け

業

別

表

第

一

の

四

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

十

四

の

項

百

円

菓

子

製

造

業

（

移

飲

食

店

営

業

（

移

別

表

第

一

の

十

五

千

六

百

円

二

千

七

百

円

動

菓

子

製

造

業

又

動

飲

食

店

営

業

又

四

の

項

は

臨

時

菓

子

製

造

は

臨

時

飲

食

店

営

業

に

限

る

。

）

業

に

限

る

。

）

あ

ん

類

製

造

業

菓

子

製

造

業

別

表

第

一

の

二

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

十

四

の

項

百

円

食

品

の

小

分

け

業

別

表

第

一

の

四

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

十

四

の

項

百

円

ア

イ

ス

ク

リ

ー

ム

飲

食

店

営

業

（

移

別

表

第

一

の

十

一

万

八

千

三

八

千

四

百

円

類

製

造

業

動

飲

食

店

営

業

又

四

の

項

百

円

は

臨

時

飲

食

店

営
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業

に

よ

る

も

の

を

除

く

。

）

ア

イ

ス

ク

リ

ー

ム

別

表

第

一

の

二

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

類

製

造

業

十

五

の

項

百

円

乳

処

理

業

乳

処

理

業

別

表

第

一

の

二

二

万

五

千

二

一

万

二

千

六

十

の

項

百

円

百

円

特

別

牛

乳

搾

取

処

特

別

牛

乳

搾

取

処

別

表

第

一

の

二

二

万

五

千

二

一

万

二

千

六

理

業

理

業

十

一

の

項

百

円

百

円

乳

製

品

製

造

業

乳

製

品

製

造

業

別

表

第

一

の

二

二

万

五

千

二

一

万

二

千

六

十

六

の

項

百

円

百

円

食

品

の

小

分

け

業

別

表

第

一

の

四

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

十

四

の

項

百

円

集

乳

業

集

乳

業

別

表

第

一

の

十

一

万

千

五

百

五

千

七

百

円

九

の

項

円

食

肉

処

理

業

食

肉

処

理

業

別

表

第

一

の

二

二

万

五

千

二

一

万

二

千

六

十

二

の

項

百

円

百

円

食

肉

販

売

業

（

自

食

肉

販

売

業

別

表

第

一

の

十

一

万

千

五

百

五

千

七

百

円

動

販

売

機

に

よ

る

六

の

項

円
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も

の

を

除

く

。

）

食

肉

製

品

製

造

業

食

肉

製

品

製

造

業

別

表

第

一

の

二

二

万

五

千

二

一

万

二

千

六

十

八

の

項

百

円

百

円

食

品

の

小

分

け

業

別

表

第

一

の

四

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

十

四

の

項

百

円

魚

介

類

販

売

業

飲

食

店

営

業

（

移

別

表

第

一

の

十

一

万

八

千

三

五

千

七

百

円

動

飲

食

店

営

業

又

四

の

項

百

円

は

臨

時

飲

食

店

営

業

に

よ

る

も

の

を

除

く

。

）

魚

介

類

販

売

業

別

表

第

一

の

十

一

万

千

五

百

五

千

七

百

円

七

の

項

円

魚

介

類

競

り

売

り

魚

介

類

競

り

売

り

別

表

第

一

の

十

二

万

五

千

二

一

万

二

千

六

営

業

営

業

八

の

項

百

円

百

円

魚

肉

練

り

製

品

製

水

産

製

品

製

造

業

別

表

第

一

の

二

一

万

九

千

二

九

千

六

百

円

造

業

十

九

の

項

百

円

食

品

の

小

分

け

業

別

表

第

一

の

四

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

十

四

の

項

百

円
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食

品

の

冷

凍

又

は

冷

凍

食

品

製

造

業

別

表

第

一

の

四

二

万

五

千

二

一

万

二

千

六

冷

蔵

業

十

の

項

百

円

百

円

食

品

の

小

分

け

業

別

表

第

一

の

四

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

十

四

の

項

百

円

食

品

の

放

射

線

照

食

品

の

放

射

線

照

別

表

第

一

の

二

二

万

五

千

二

一

万

二

千

六

射

業

射

業

十

三

の

項

百

円

百

円

清

涼

飲

料

水

製

造

清

涼

飲

料

水

製

造

別

表

第

一

の

二

二

万

五

千

二

一

万

二

千

六

業

業

十

七

の

項

百

円

百

円

乳

酸

菌

飲

料

製

造

乳

処

理

業

別

表

第

一

の

二

二

万

五

千

二

八

千

四

百

円

業

十

の

項

百

円

乳

製

品

製

造

業

別

表

第

一

の

二

二

万

五

千

二

八

千

四

百

円

十

六

の

項

百

円

清

涼

飲

料

水

製

造

別

表

第

一

の

二

二

万

五

千

二

八

千

四

百

円

業

十

七

の

項

百

円

氷

雪

製

造

業

氷

雪

製

造

業

別

表

第

一

の

三

二

万

五

千

二

一

万

二

千

六

十

の

項

百

円

百

円

食

用

油

脂

製

造

業

食

用

油

脂

製

造

業

別

表

第

一

の

三

二

万

五

千

二

一

万

二

千

六

十

二

の

項

百

円

百

円
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食

品

の

小

分

け

業

別

表

第

一

の

四

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

十

四

の

項

百

円

マ

ー

ガ

リ

ン

又

は

食

用

油

脂

製

造

業

別

表

第

一

の

三

二

万

五

千

二

一

万

二

千

六

シ

ョ

ー

ト

ニ

ン

グ

十

二

の

項

百

円

百

円

製

造

業

食

品

の

小

分

け

業

別

表

第

一

の

四

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

十

四

の

項

百

円

み

そ

製

造

業

み

そ

又

は

し

ょ

う

別

表

第

一

の

三

一

万

九

千

二

九

千

六

百

円

ゆ

製

造

業

十

三

の

項

百

円

食

品

の

小

分

け

業

別

表

第

一

の

四

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

十

四

の

項

百

円

し

ょ

う

ゆ

製

造

業

み

そ

又

は

し

ょ

う

別

表

第

一

の

三

一

万

九

千

二

九

千

六

百

円

ゆ

製

造

業

十

三

の

項

百

円

食

品

の

小

分

け

業

別

表

第

一

の

四

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

十

四

の

項

百

円

ソ

ー

ス

類

製

造

業

密

封

包

装

食

品

製

別

表

第

一

の

四

一

万

九

千

二

九

千

六

百

円

造

業

十

三

の

項

百

円

酒

類

製

造

業

酒

類

製

造

業

別

表

第

一

の

三

一

万

九

千

二

九

千

六

百

円

十

四

の

項

百

円
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豆

腐

製

造

業

豆

腐

製

造

業

別

表

第

一

の

三

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

十

五

の

項

百

円

食

品

の

小

分

け

業

別

表

第

一

の

四

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

十

四

の

項

百

円

納

豆

製

造

業

納

豆

製

造

業

別

表

第

一

の

三

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

十

六

の

項

百

円

食

品

の

小

分

け

業

別

表

第

一

の

四

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

十

四

の

項

百

円

麵

類

製

造

業

麵

類

製

造

業

別

表

第

一

の

三

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

十

七

の

項

百

円

食

品

の

小

分

け

業

別

表

第

一

の

四

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

十

四

の

項

百

円

そ

う

ざ

い

製

造

業

そ

う

ざ

い

製

造

業

別

表

第

一

の

三

二

万

五

千

二

一

万

二

千

六

十

八

の

項

百

円

百

円

食

品

の

小

分

け

業

別

表

第

一

の

四

一

万

六

千

八

八

千

四

百

円

十

四

の

項

百

円

缶

詰

又

は

瓶

詰

食

密

封

包

装

食

品

製

別

表

第

一

の

四

一

万

九

千

二

九

千

六

百

円

品

製

造

業

造

業

十

三

の

項

百

円
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添

加

物

製

造

業

添

加

物

製

造

業

別

表

第

一

の

四

二

万

五

千

二

一

万

二

千

六

十

五

の

項

百

円

百

円

３

別

表

第

一

の

改

正

規

定

の

施

行

の

際

現

に

食

品

製

造

業

等

取

締

条

例

を

廃

止

す

る

条

例

（

令

和

二

年

東

京

都

条

例

第

七

十

一

号

）

に

よ

る

廃

止

前

の

食

品

製

造

業

等

取

締

条

例

（

昭

和

二

十

八

年

東

京

都

条

例

第

百

十

一

号

）

第

七

条

の

許

可

を

受

け

て

次

の

表

の

第

一

欄

に

掲

げ

る

営

業

を

行

っ

て

い

る

者

が

、

当

該

許

可

に

係

る

営

業

を

継

続

す

る

た

め

に

同

表

の

第

二

欄

に

掲

げ

る

営

業

に

係

る

新

食

品

衛

生

法

第

五

十

五

条

第

一

項

の

許

可

の

申

請

を

行

う

場

合

は

、

当

該

申

請

に

係

る

手

数

料

に

関

す

る

六

月

新

条

例

別

表

第

一

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

次

の

表

の

第

三

欄

に

掲

げ

る

規

定

中

同

表

の

第

四

欄

に

掲

げ

る

字

句

は

、

同

表

の

第

五

欄

に

掲

げ

る

字

句

に

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

つ

け

物

製

造

業

漬

物

製

造

業

別

表

第

一

の

四

一

万

三

千

二

七

千

八

百

円

十

二

の

項

百

円

食

品

の

小

分

け

業

別

表

第

一

の

四

一

万

六

千

八

七

千

八

百

円

十

四

の

項

百

円

そ

う

菜

半

製

品

等

そ

う

ざ

い

製

造

業

別

表

第

一

の

三

二

万

五

千

二

七

千

八

百

円

製

造

業

十

八

の

項

百

円

食

品

の

小

分

け

業

別

表

第

一

の

四

一

万

六

千

八

七

千

八

百

円



- 40 -

十

四

の

項

百

円

調

味

料

等

製

造

業

密

封

包

装

食

品

製

別

表

第

一

の

四

一

万

九

千

二

七

千

八

百

円

造

業

十

三

の

項

百

円

魚

介

類

加

工

業

水

産

製

品

製

造

業

別

表

第

一

の

二

一

万

九

千

二

七

千

八

百

円

十

九

の

項

百

円

食

品

の

小

分

け

業

別

表

第

一

の

四

一

万

六

千

八

七

千

八

百

円

十

四

の

項

百

円

液

卵

製

造

業

液

卵

製

造

業

別

表

第

一

の

三

一

万

三

千

二

七

千

八

百

円

十

一

の

項

百

円



東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

三

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

十

二

号

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

（

昭

和

三

十

四

年

十

一

月

東

京

都

北

区

条

例

第

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

十

五

条

の

四

第

一

号

中

「

百

分

の

七

・

一

四

」

を

「

百

分

の

七

・

一

三

」

に

、

「

百

分

の

五

十

六

」

を

「

百

分

の

五

十

七

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

中

「

三

万

九

千

九

百

円

」

を

「

三

万

八

千

八

百

円

」

に

、

「

百

分

の

四

十

四

」

を

「

百

分

の

四

十

三

」

に

改

め

る

。

第

十

五

条

の

十

二

第

一

号

中

「

百

分

の

二

・

二

九

」

を

「

百

分

の

二

・

四

一

」

に

、

「

百

分

の

五

十

五

」

を

「

百

分

の

五

十

六

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

中

「

一

万

二

千

九

百

円

」

を

「

一

万

三

千

二

百

円

」

に

、

「

百

分

の

四

十

五

」

を

「

百

分

の

四

十

四

」

に

改

め

る

。

第

十

六

条

の

四

第

一

号

中

「

百

分

の

一

・

七

六

」

を

「

百

分

の

二

・

二

五

」

に

、

「

百

分

の

五

十

二

」

を

「

百

分

の

五

十

五

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

中

「

一

万

五

千

六

百

円

」

を

「

一

万

七

千

円

」

に

、

「

百

分

の

四

十

八

」

を

「

百

分

の

四

十

五

」

に

改

め

る

。

第

十

九

条

の

二

第

一

号

中

「

第

三

百

十

四

条

の

二

第

二

項

に

規

定

す

る

金

額

」

を

「

第

三

百

十

四

条

の

二

第

二

項

第

一

号

に

定

め

る

金

額

（

世

帯

主

並

び

に

当

該

世

帯

主

の

世

帯

に

属

す

る

被

保

険

者

及

び

特

定

同

一

世

帯

所

属

者

（

次

号

及

び

第

三

号

に

お

い

て

「

世

帯

主

等

」

と

い

う

。

）

の

う

ち

給

与

所

得

を

有

す

る

者

（

前

年

中

に

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

総

所

得

金

額

に

係

る

所

得

税

法

第

二

十

八

条

第

一

項

に

規

定

す

る

給

与

所

得

に

つ

い

て

同

条

第

三

項

に

規

定

す

る

給

与

所

得

控



- 2 -

除

額

の

控

除

を

受

け

た

者

（

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

給

与

等

の

収

入

金

額

が

五

十

五

万

円

を

超

え

る

者

に

限

る

。

）

を

い

う

。

以

下

こ

の

号

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

数

及

び

公

的

年

金

等

に

係

る

所

得

を

有

す

る

者

（

前

年

中

に

地

方

税

法

第

三

百

十

四

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

総

所

得

金

額

に

係

る

所

得

税

法

第

三

十

五

条

第

三

項

に

規

定

す

る

公

的

年

金

等

に

係

る

所

得

に

つ

い

て

同

条

第

四

項

に

規

定

す

る

公

的

年

金

等

控

除

額

の

控

除

を

受

け

た

者

（

年

齢

六

十

五

歳

未

満

の

者

に

あ

つ

て

は

当

該

公

的

年

金

等

の

収

入

金

額

が

六

十

万

円

を

超

え

る

者

に

限

り

、

年

齢

六

十

五

歳

以

上

の

者

に

あ

つ

て

は

当

該

公

的

年

金

等

の

収

入

金

額

が

百

十

万

円

を

超

え

る

者

に

限

る

。

）

を

い

い

、

給

与

所

得

を

有

す

る

者

を

除

く

。

）

の

数

の

合

計

数

（

以

下

こ

の

号

か

ら

第

三

号

ま

で

に

お

い

て

「

給

与

所

得

者

等

の

数

」

と

い

う

。

）

が

二

以

上

の

場

合

に

あ

つ

て

は

、

地

方

税

法

第

三

百

十

四

条

の

二

第

二

項

第

一

号

に

定

め

る

金

額

に

当

該

給

与

所

得

者

等

の

数

か

ら

一

を

減

じ

た

数

に

十

万

円

を

乗

じ

て

得

た

金

額

を

加

え

た

金

額

）

」

に

改

め

、

同

号

イ

中

「

二

万

七

千

九

百

三

十

円

」

を

「

二

万

七

千

百

六

十

円

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

九

千

三

十

円

」

を

「

九

千

二

百

四

十

円

」

に

改

め

、

同

号

ハ

中

「

一

万

九

百

二

十

円

」

を

「

一

万

千

九

百

円

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

中

「

第

三

百

十

四

条

の

二

第

二

項

に

規

定

す

る

金

額

」

を

「

第

三

百

十

四

条

の

二

第

二

項

第

一

号

に

定

め

る

金

額

（

世

帯

主

等

の

う

ち

給

与

所

得

者

等

の

数

が

二

以

上

の

場

合

に

あ

つ

て

は

、

同

号

に

定

め

る

金

額

に

当

該

給

与

所

得

者

等

の

数

か

ら

一

を

減

じ

た

数

に

十

万

円

を

乗

じ

て

得

た

金

額

を

加

え

た

金

額

）

」

に

改

め

、

同

号

イ

中

「

一

万

九

千

九

百

五

十

円

」

を

「

一

万

九

千

四

百

円

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

六

千

四

百

五

十

円

」

を

「

六

千

六

百

円

」

に

改

め

、

同

号

ハ

中

「

七

千

八

百

円

」

を
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「

八

千

五

百

円

」

に

改

め

、

同

条

第

三

号

中

「

第

三

百

十

四

条

の

二

第

二

項

に

規

定

す

る

金

額

」

を

「

第

三

百

十

四

条

の

二

第

二

項

第

一

号

に

定

め

る

金

額

（

世

帯

主

等

の

う

ち

給

与

所

得

者

等

の

数

が

二

以

上

の

場

合

に

あ

つ

て

は

、

同

号

に

定

め

る

金

額

に

当

該

給

与

所

得

者

等

の

数

か

ら

一

を

減

じ

た

数

に

十

万

円

を

乗

じ

て

得

た

金

額

を

加

え

た

金

額

）

」

に

改

め

、

同

号

イ

中

「

七

千

九

百

八

十

円

」

を

「

七

千

七

百

六

十

円

」

に

改

め

、

同

号

ロ

中

「

二

千

五

百

八

十

円

」

を

「

二

千

六

百

四

十

円

」

に

改

め

、

同

号

ハ

中

「

三

千

百

二

十

円

」

を

「

三

千

四

百

円

」

に

改

め

る

。

付

則

第

三

条

中

「

（

以

下

「

公

的

年

金

等

所

得

」

と

い

う

。

）

」

を

削

り

、

「

（

所

得

税

法

」

を

「

（

所

得

税

法

（

昭

和

四

十

年

法

律

第

三

十

三

号

）

」

に

改

め

、

「

地

方

税

法

」

」

の

下

に

「

と

、

「

所

得

税

法

（

昭

和

四

十

年

法

律

第

三

十

三

号

）

」

と

あ

る

の

は

「

所

得

税

法

」

と

、

「

百

十

万

円

」

と

あ

る

の

は

「

百

二

十

五

万

円

」

」

を

加

え

る

。

付

則

第

八

条

中

「

新

型

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

等

対

策

特

別

措

置

法

（

平

成

二

十

四

年

法

律

第

三

十

一

号

）

附

則

第

一

条

の

二

に

規

定

す

る

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

（

以

下

「

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

」

と

い

う

」

を

「

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

（

病

原

体

が

ベ

ー

タ

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

属

の

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

（

令

和

二

年

一

月

に

、

中

華

人

民

共

和

国

か

ら

世

界

保

健

機

関

に

対

し

て

、

人

に

伝

染

す

る

能

力

を

有

す

る

こ

と

が

新

た

に

報

告

さ

れ

た

も

の

に

限

る

。

）

で

あ

る

感

染

症

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

か

ら

付

則

第

十

一

条

ま

で

に

お

い

て

同

じ

」

に

改

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）
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１

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

十

九

条

の

二

の

改

正

規

定

（

同

条

第

一

号

イ

か

ら

ハ

ま

で

、

同

条

第

二

号

イ

か

ら

ハ

ま

で

及

び

同

条

第

三

号

イ

か

ら

ハ

ま

で

の

改

正

規

定

を

除

く

。

）

並

び

に

付

則

第

三

条

及

び

第

八

条

の

改

正

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

第

十

五

条

の

四

、

第

十

五

条

の

十

二

、

第

十

六

条

の

四

、

第

十

九

条

の

二

及

び

付

則

第

三

条

の

規

定

は

、

令

和

三

年

度

以

後

の

年

度

分

の

保

険

料

に

つ

い

て

適

用

し

、

令

和

二

年

度

以

前

の

年

度

分

の

保

険

料

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。



東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

三

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

十

三

号

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

四

条

第

一

項

中

「

平

成

三

十

年

度

か

ら

令

和

二

年

度

」

を

「

令

和

三

年

度

か

ら

令

和

五

年

度

」

に

改

め

、

同

項

第

六

号

中

「

八

万

八

千

百

円

」

を

「

八

万

八

千

円

」

に

改

め

、

同

号

イ

中

「

第

三

十

五

条

の

二

第

一

項

」

の

下

に

「

、

第

三

十

五

条

の

三

第

一

項

」

を

、

「

得

た

額

」

の

下

に

「

と

し

、

当

該

合

計

所

得

金

額

が

零

を

下

回

る

場

合

に

は

、

零

」

を

加

え

、

同

項

第

七

号

中

「

九

万

九

千

百

円

」

を

「

九

万

九

千

円

」

に

改

め

、

同

項

第

十

号

中

「

十

四

万

六

千

八

百

円

」

を

「

十

四

万

六

千

七

百

円

」

に

改

め

、

同

項

第

十

二

号

中

「

十

八

万

三

千

五

百

円

」

を

「

十

八

万

三

千

四

百

円

」

に

改

め

、

同

項

第

十

三

号

中

「

二

十

万

五

千

五

百

円

」

を

「

二

十

万

五

千

四

百

円

」

に

改

め

、

同

項

第

十

四

号

中

「

二

十

二

万

七

千

五

百

円

」

を

「

二

十

二

万

七

千

四

百

円

」

に

改

め

、

同

項

第

十

五

号

中

「

二

十

四

万

二

千

二

百

円

」

を

「

二

十

四

万

二

千

百

円

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

令

和

二

年

度

」

を

「

令

和

三

年

度

か

ら

令

和

五

年

度

ま

で

の

各

年

度

」

に

、

「

二

万

二

千

十

四

円

」

を

「

二

万

二

千

十

一

円

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

令

和

二

年

度

」

を

「

令

和

三

年

度

か

ら

令

和

五

年

度

ま

で

の

各

年

度

」

に

、

「

二

万

二

千

十

四

円

」

を

「

二

万

二

千

十

一

円

」

に

、

「

三

万

八

十

六

円

」

を

「

三

万

八

十

一

円

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

令

和

二

年

度

」

を

「

令

和

三

年

度

か

ら

令

和

五

年

度

ま

で

の

各

年

度

」

に

、

「

二

万

二

千

十

四

円

」

を

「

二

万

二

千

十

一

円

」

に

、
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「

四

万

九

千

百

六

十

五

円

」

を

「

四

万

九

千

百

五

十

七

円

」

に

改

め

る

。

付

則

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

令

和

三

年

度

か

ら

令

和

五

年

度

ま

で

の

保

険

料

率

の

算

定

に

関

す

る

基

準

の

特

例

）

第

十

一

条

第

一

号

被

保

険

者

の

う

ち

、

令

和

二

年

の

合

計

所

得

金

額

に

所

得

税

法

（

昭

和

四

十

年

法

律

第

三

十

三

号

）

第

二

十

八

条

第

一

項

に

規

定

す

る

給

与

所

得

又

は

同

法

第

三

十

五

条

第

三

項

に

規

定

す

る

公

的

年

金

等

に

係

る

所

得

が

含

ま

れ

て

い

る

者

の

令

和

三

年

度

に

お

け

る

保

険

料

率

の

算

定

に

つ

い

て

の

第

四

条

第

一

項

（

第

六

号

イ

、

第

七

号

イ

、

第

八

号

イ

、

第

九

号

イ

、

第

十

号

イ

、

第

十

一

号

イ

、

第

十

二

号

イ

、

第

十

三

号

イ

、

第

十

四

号

イ

及

び

第

十

五

号

イ

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

第

六

号

イ

中

「

租

税

特

別

措

置

法

」

と

あ

る

の

は

、

「

所

得

税

法

（

昭

和

四

十

年

法

律

第

三

十

三

号

）

第

二

十

八

条

第

一

項

に

規

定

す

る

給

与

所

得

及

び

同

法

第

三

十

五

条

第

三

項

に

規

定

す

る

公

的

年

金

等

に

係

る

所

得

の

合

計

額

に

つ

い

て

は

、

同

法

第

二

十

八

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

つ

て

計

算

し

た

金

額

及

び

同

法

第

三

十

五

条

第

二

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

つ

て

計

算

し

た

金

額

の

合

計

額

か

ら

十

万

円

を

控

除

し

て

得

た

額

（

当

該

額

が

零

を

下

回

る

場

合

に

は

、

零

と

す

る

。

）

に

よ

る

も

の

と

し

、

租

税

特

別

措

置

法

」

と

す

る

。

２

前

項

の

規

定

は

、

令

和

四

年

度

に

お

け

る

保

険

料

率

の

算

定

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

同

項

中

「

令

和

二

年

」

と

あ

る

の

は

、

「

令

和

三

年

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。
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３

第

一

項

の

規

定

は

、

令

和

五

年

度

に

お

け

る

保

険

料

率

の

算

定

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

同

項

中

「

令

和

二

年

」

と

あ

る

の

は

、

「

令

和

四

年

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

第

一

条

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

第

二

条

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

第

四

条

の

規

定

は

、

令

和

三

年

度

分

の

保

険

料

か

ら

適

用

し

、

令

和

二

年

度

ま

で

の

保

険

料

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。



東

京

都

北

区

指

定

居

宅

介

護

支

援

等

の

事

業

の

人

員

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

三

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

十

四

号

東

京

都

北

区

指

定

居

宅

介

護

支

援

等

の

事

業

の

人

員

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

指

定

居

宅

介

護

支

援

等

の

事

業

の

人

員

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

（

平

成

三

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

条

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

５

指

定

居

宅

介

護

支

援

事

業

者

等

は

、

利

用

者

の

人

権

の

擁

護

、

虐

待

の

防

止

等

の

た

め

、

必

要

な

体

制

の

整

備

を

行

う

と

と

も

に

、

そ

の

従

業

者

に

対

し

、

研

修

を

実

施

す

る

等

の

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

６

指

定

居

宅

介

護

支

援

事

業

者

等

は

、

指

定

居

宅

介

護

支

援

等

を

提

供

す

る

に

当

た

っ

て

は

、

法

第

百

十

八

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

介

護

保

険

等

関

連

情

報

そ

の

他

必

要

な

情

報

を

活

用

し

、

適

切

か

つ

有

効

に

行

う

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

か

ら

令

和

六

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

指

定

居

宅

介

護

支

援

等

の

事

業

の

人

員

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る



- 2 -

条

例

第

三

条

第

五

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

講

じ

な

け

れ

ば

」

と

あ

る

の

は

、

「

講

じ

る

よ

う

に

努

め

な

け

れ

ば

」

と

す

る

。



東

京

都

北

区

指

定

介

護

予

防

支

援

等

の

事

業

の

人

員

及

び

運

営

並

び

に

指

定

介

護

予

防

支

援

等

に

係

る

介

護

予

防

の

た

め

の

効

果

的

な

支

援

の

方

法

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

三

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

十

五

号

東

京

都

北

区

指

定

介

護

予

防

支

援

等

の

事

業

の

人

員

及

び

運

営

並

び

に

指

定

介

護

予

防

支

援

等

に

係

る

介

護

予

防

の

た

め

の

効

果

的

な

支

援

の

方

法

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

指

定

介

護

予

防

支

援

等

の

事

業

の

人

員

及

び

運

営

並

び

に

指

定

介

護

予

防

支

援

等

に

係

る

介

護

予

防

の

た

め

の

効

果

的

な

支

援

の

方

法

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

（

平

成

二

十

六

年

十

二

月

東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

条

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

５

指

定

介

護

予

防

支

援

事

業

者

等

は

、

利

用

者

の

人

権

の

擁

護

、

虐

待

の

防

止

等

の

た

め

、

必

要

な

体

制

の

整

備

を

行

う

と

と

も

に

、

そ

の

従

業

者

に

対

し

、

研

修

を

実

施

す

る

等

の

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

６

指

定

介

護

予

防

支

援

事

業

者

等

は

、

指

定

介

護

予

防

支

援

等

を

提

供

す

る

に

当

た

っ

て

は

、

法

第

百

十

八

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

介

護

保

険

等

関

連

情

報

そ

の

他

必

要

な

情

報

を

活

用

し

、

適

切

か

つ

有

効

に

行

う

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）
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２

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

か

ら

令

和

六

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

指

定

介

護

予

防

支

援

等

の

事

業

の

人

員

及

び

運

営

並

び

に

指

定

介

護

予

防

支

援

等

に

係

る

介

護

予

防

の

た

め

の

効

果

的

な

支

援

の

方

法

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

第

三

条

第

五

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

講

じ

な

け

れ

ば

」

と

あ

る

の

は

、

「

講

じ

る

よ

う

に

努

め

な

け

れ

ば

」

と

す

る

。



東

京

都

北

区

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

人

員

、

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

三

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

十

六

号

東

京

都

北

区

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

人

員

、

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

人

員

、

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

（

平

成

二

十

五

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。第

三

条

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

３

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

は

、

利

用

者

の

人

権

の

擁

護

、

虐

待

の

防

止

等

の

た

め

、

必

要

な

体

制

の

整

備

を

行

う

と

と

も

に

、

そ

の

従

業

者

に

対

し

、

研

修

を

実

施

す

る

等

の

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

４

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

は

、

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

を

提

供

す

る

に

当

た

っ

て

は

、

法

第

百

十

八

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

介

護

保

険

等

関

連

情

報

そ

の

他

必

要

な

情

報

を

活

用

し

、

適

切

か

つ

有

効

に

行

う

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

か

ら

令

和

六

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正
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後

の

東

京

都

北

区

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

人

員

、

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

第

三

条

第

三

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

講

じ

な

け

れ

ば

」

と

あ

る

の

は

、

「

講

じ

る

よ

う

に

努

め

な

け

れ

ば

」

と

す

る

。



東

京

都

北

区

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

人

員

、

設

備

及

び

運

営

並

び

に

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

に

係

る

介

護

予

防

の

た

め

の

効

果

的

な

支

援

の

方

法

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

三

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

十

七

号

東

京

都

北

区

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

人

員

、

設

備

及

び

運

営

並

び

に

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

に

係

る

介

護

予

防

の

た

め

の

効

果

的

な

支

援

の

方

法

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

人

員

、

設

備

及

び

運

営

並

び

に

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

に

係

る

介

護

予

防

の

た

め

の

効

果

的

な

支

援

の

方

法

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

（

平

成

二

十

五

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

条

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

３

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

は

、

利

用

者

の

人

権

の

擁

護

、

虐

待

の

防

止

等

の

た

め

、

必

要

な

体

制

の

整

備

を

行

う

と

と

も

に

、

そ

の

従

業

者

に

対

し

、

研

修

を

実

施

す

る

等

の

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

４

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

は

、

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

を

提

供

す

る

に

当

た

っ

て

は

、

法

第

百

十

八

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

介

護

保

険

等

関

連

情

報

そ

の

他

必

要

な

情

報

を

活

用

し

、

適

切

か

つ

有

効

に

行

う

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

か

ら

令

和

六

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

人

員

、

設

備

及

び

運

営

並

び

に

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

に

係

る

介

護

予

防

の

た

め

の

効

果

的

な

支

援

の

方

法

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

第

三

条

第

三

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

講

じ

な

け

れ

ば

」

と

あ

る

の

は

、

「

講

じ

る

よ

う

に

努

め

な

け

れ

ば

」

と

す

る

。


